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（１）事業所名及び代表者名
会社名　　　　　株式会社　清水商工
代表者名　　　　代表取締役　清水勉

（２）所在地
〒２２４－００４５　神奈川県横浜市都筑区東方町４４番地

（３）事業活動の内容
■消防設備等の販売・点検・工事

消防設備工事及び消防用設備保守点検
消火器・火災警報設備・消防用資機材全般の販売
防犯設備工事

■作業服販売
作業服・防寒衣・安全靴・各種手袋・長靴・工具・雨合羽・シート・ロープ
保安帽・防塵・防毒マスク・メガネ・安全帯・各種標識などの販売

■廃消火器リサイクル特定窓口業務
古い消火器や使用済み消火器の引取り

（４）事業の規模
2020年度実績 2021年度実績 2022年度実績

232百万 230百万 268百万

944件 1070件 1534件

15人 15人 15人
748.28㎡ 変更無し 変更無し

（５）環境管理責任者及び連絡先
環境管理責任者 土倉 一悟
連絡先 TEL： 045(472)3488 FAX： 045(471)5053

E-Mail： info@shimizushoko.co.jp
URL： http://www.shimizushoko.co.jp

（１）認証・登録対象組織　　
※１「組織の概要」（１）（２）と同様です。

（２）認証・登録対象活動　　
※１「組織の概要」（３）と同様です。　　　

（３）レポートの対象期間及び発行日　　
※「表紙」に記載。

１、組織の概要　

２、対象範囲、レポートの対象期間及び発行日　

売上高

点検等の件数
(工事含む)

従業員数
延床面積
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制定日：

改定日：

３、環境経営方針

環境経営方針

環境理念

株式会社清水商工は安全と安心をサポートするという理念のもと、地球環境の保全が

人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、全組織を挙げて環境負荷の低減に

努力します。

行動指針

当社は消防・防災設備機器の販売、工事、保守点検、作業服及び作業用品の販売に

関わる全ての活動及び製品の環境影響を低減するために、以下の方針に基づき

環境マネジメント活動を推進し地球環境との調和を目指します。

当社の活動及び製品に関わる環境影響を認識し、環境マネジメント活動の継続的

改善を図ります。

当社の活動及び製品に関わる環境関連の法規類を厳守します。

当社の活動及び製品に関わる環境影響のうち、以下の項目を環境管理重点テーマとして

取り組みます。

二酸化炭素排出量の削減

・エコドライブの励行　・空調機等、電気機器の節電

再資源化および廃棄物の削減

水道使用量の削減（節水）

エコ商品（消火器等）の販売推進

業務の効率向上による省エネ、省資源化

2009年11月20日

2019年7月1日

株式会社　清水商工
代表取締役　清水勉

職場、倉庫の整理、整頓、清掃の実施

一人ひとりが環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、この環境経営方針を

全従業員に周知するとともに社外へも環境経営レポートを作成し公表します。

上記の方針達成のために、目標を設定し、定期的に見直し環境マネジメントシステムを

推進します。
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########

役割 責任･権限
①環境経営に関する統括責任者
②環境方針の制定・従業員への周知
③環境管理責任者・事務局の任命
④環境経営システムの実施・運用に必要な資源（人材・資金・機器）の準備
⑤環境経営システムの評価・全体的な見直し（年１回）
⑥環境管理実施体制の設定
⑦環境活動レポートの承認
⑧環境目標・環境活動計画の承認
①環境経営システムの構築・運用
②環境経営システムの運用実績の代表者への報告
③環境活動目標設定結果、環境目標・環境活動計画の審査
④環境目標・環境活動の進捗確認と修正の指示
⑤環境関連法令類の調査，順守管理表の作成
⑥環境教育・訓練の計画表の作成と実施
⑦外部コミュニケーションの窓口
⑧緊急事態の訓練実施（全社の共通するもの）
⑨是正と予防措置の承認
⑩環境文書類の承認
⑪環境活動レポートの作成

環境管理責任者の補佐

①部門別の環境活動の推進
②部門別の手順書、作業指導書の作成
③部門別の教育、訓練の実施
⑤緊急事態の準備および対応実施（特定のもの）
⑥部門別の是正、予防処置

環境管理責任者

EA21事務局

各部門長

４、環境管理実施体制(組織図)

代表者

環境管理責任者
(土倉 一悟)

ＥＡ２１事務局
（松井智彦）

防災部門 経理部門 店舗部門 営業部門

代表者
(社長 清水 勉)
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当社の環境負荷の基準（実績）と環境目標を下表に示します。

※消防･防災設備工事、保守点検の各現場の電力、水使用は少なく、建築物の構造
　　規模の違いがあり目標の設定はしません。
※電力使用量の排出係数は （kg-CO2/kWh）を使用。 年度の東京電力（株））

 ※ガソリンの排出係数は (kg-CO2/L)を使用。
※産業廃棄物削減項目には廃消火器の回収は含まない

㎥

(2020

産業廃棄物の
適正管理

2024～2025年度2023年度

1.0% 削減

1.0% 向上 1.0% 向上

1% 削減1% 削減

0.1% 削減 0.1% 削減 0.1% 削減

32,630 32,630 

26,169 26,169 26,169 

0.1% 削減0.1% 削減

（電力使用量+ガソリン使用量）

中期目標

二酸化炭素排出量削減

kg-CO2/kWh

電力使用量削減

2B

3

32,663 

1.0% 向上

1% 削減

32,630 
0.1% 削減

産業廃棄物排出量削減
（現場）

（現場）

水道使用量の削減

一般廃棄物排出量削減
（事務所）

産業廃棄物の
適正管理

（事務所）

kWh
ガソリン燃費向上

基準(実績)

1B

1A

2A

26,182 

513 
kg

km/ℓ
7.201

6

4

5

※整理・整頓・清掃
（職場、倉庫関連）

1.0% 削減
2016年度は漏水があった為、

2020年度を基準値とする

900
本

業務の効率向上
※手順書の作成

３Ｓの実施

環境配慮商品の拡販
※エコ消火器

（事務所）

990945

0.468
2.32

2022年度2021年度

４件４件

８件８件８件

４件

1000

４件

８件

５、環境経営目標　

環境目標

1

目標本数以上
販売

232232232234

目標本数以上
販売

目標本数以上
販売

目標本数以上
販売

508 508 

7.2737.2737.273

産業廃棄物の
適正管理

508 

産業廃棄物の
適正管理

1.0% 削減
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③　空調機の定期的な清掃

⑤　照明機器不要時の消灯

◇省エネ型設備、機器類(LED等)の導入検討

②　混載による配送の効率化①　社用車の効率的な運転の推進

③　エコドライブの励行（ガソリンの燃費向上）

⑥　退社時はスイッチのＯＦＦ確認

④　ＯＡ機器不要時は電源を落とす

②　廃消火器リサイクルシステムについての説明①　エコ消火器等の販売推進

①　業務の効率向上、手順書作成、作業の合理化②　３Ｓの実施

①　金属等の分別により再資源化

③　マニフェスト管理、報告

②　節水表示の設置①　日常の節水

②　現場で出たゴミの分別

3、水道使用量の削減　対象：事務所

・休憩等の無理の無いｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ　　　・急発進、急加速、急ブレーキの防止

①　空調機の適正温度の設定

4、環境配慮商品の拡販　対象：事務所

６、環境経営計画　

5、業務の効率向上　　 6、３Ｓの実施　対象：事務所

1A、電力使用量削減 (1、二酸化炭素排出量削減)　対象：事務所

1B、ガソリン燃費向上 (1、二酸化炭素排出量削減)　対象：現場

2A、一般廃棄物排出量削減　対象：事務所

2B、産業廃棄物排出量削減　対象：現場

◇低燃費車の導入

②　可燃ごみの分別回収による資源化①　両面コピー、裏紙の利用

③　プラスチック等の分別

・自主点検

②　空調機の利用時間の規制
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達成区分　○：目標達成　　×：目標未達

※電力使用量の排出係数は 0.468 （kg-CO2/kWh）を使用。 2020 年度の東京電力（株））
※ガソリンの排出係数は 2.32 （kg-CO2/L）を使用。

99.6%

508 510
0 0

2A

　・エコドライブの励行

1B

(kWh)

7.273

99.6%

91.1%ガソリン燃費向上

一般廃棄物排出量削減

103.3%

104.9%

508 510
(kg) (kg)

6.623
(km/L) (km/L)

―

今年度の環境保全活動の終了後、代表者を中心に環境活動の取組結果の評価を行ないました。
評価結果を下記に示します。

○

×

×

取り組み結果の評価 2022年度 （ 2022年7月 ～ 2023年6月 ）

評価

(kWh)

103.3%

実績値

○

目標値

104.1%

(ｋｇ‐CO2)(ｋｇ‐CO2)
25,143.2926,169.10

10,890.48 10,358.70

達成率（％）

　・現場で出たゴミの分別

７、環境経営目標の実績、環境経営計画の取組結果と
　　その評価、次年度の取組み内容

主要な環境経営計画の内容

32,630.3

15,271.00 14,784.59電力使用量

　・エアコンの適正温度管理

　・ＯＡ機器の不稼動時の切断

　・不要の照明消灯

ガソリン使用量

31,591.0

1A

二酸化炭素排出量削減

電力使用量削減

　（電力使用量＋ガソリン使用量）

1

　・適正管理

　・一般廃棄物の分別

産業廃棄物排出量削減2B

産廃物を捨てる際の効率化を今後も進
めていく。

問題点、次年度の取組み内容

昨年度より工事が多く、工具類の重量が
増した。
今後は、工具類を必要最小限にして車
両重量を減らしていく

必要の無い道具類含め、多積載を減ら
し、給油時にはタイヤの空気圧をまめに
確認、ACの使用頻度を改善し、エコドラ
イブとは何か、使用方法の施策をする。

整理整頓を強化したことにより、不要な
ものの処理が原因かと思われる

これからも、引き続き分別と注意を行っ
ていく。

産業廃棄物の分別（廃ブラスチック、廃
蛍光灯、木、建築材混在物）分別する際
の廃棄物の縮小化を行っていく。

主に電力使用量削減効果が大きく、ガソ
リン使用量についても達成は出来てい
た。

無理の無い範囲での、エコドライブとエア
コンの使用頻度削減を行っていく。

部分消灯やエアコンの使用温度と時間
を工夫したことにより目標達成できたと
思う。

今後も様子をみて、改善点があれば調
整をおこなっていく。
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達成区分　○：目標達成　　×：目標未達

水道使用量の削減

環境配慮商品の拡販

業務の効率向上

3

　・エコ消火器の販売推進

　・廃消火器ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑに

　　ついての説明

　・節水表示の設置

(件)

88

5

4 101.1%

100.0%

○

○

(件)

210
(ｍ³)

4

100.0%

910
(本) (本)

(件)

110.3%

○

○
900

主要な環境経営計画の内容
評価

実績値

達成率（％）

目標値

取り組み結果の評価 2022年度 （ 2022年7月 ～ 2023年6月 ）

問題点、次年度の取組み内容

232
(ｍ³)

　・業務手順書の作成

　・作業の合理化

6 ３Ｓの実施

　・職場、倉庫等の

　　整理、整頓、清掃

(件)

4

蛇口の開閉の確認の徹底を日々実施。
使用量の増加は埋設水道管の劣化によ
る漏水が原因であり、過剰使用ではな
い。

今後も、全体周知を引き続き心掛けてい
く。

コロナウィルスによる行動及び接触の制
限の影響もあり、現場以外での販売が
少なかったが交換期限や劣化の早期発
見等から日々の販売推奨を継続して結
果を出した

引き続き期限切れや型式失効の消火器
を調査し、販売推進及出来る営業方法
を継続していく。

入力作業や連絡系統、日程調整など分担制
を実施し、業務の効率向上を行った。
ファイル棚の整理、車両の片づけ、翌日の準
備、PC内共有フォルダ内の整理等を実施し、
作業生産性が向上した。

全体業務を細分化した事で、一人、一人
の負荷を減らし、スマートな仕事の流れ
を今後も意識し、通常業務プラスαの効
率的な仕事を継続して行っていく。

倉庫の整理整頓をまめに行い、不良在
庫を削減した。在庫管理を徹底し、ス
ムーズな注文体制ができた。

在庫チェックを引き続き行い、必要な物
と不要な物を分別し、処分を実施してい
く。
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　適用される主な環境関連法規制は次のとおりです。
環境関連法規制の遵守状況を評価した結果、環境関連法規への違反・訴訟はありませんでした。
なお、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

評価

・見直しの結果

③    実施体制の変更の必要性　（無し）

以上

８、環境関連法規等の遵守状況の確認及び
　　評価の結果並びに違反訴訟等の有無

９、代表者による全体の評価と見直し・指示　

○

○

防火管理者は消防計画を作成
６ヶ月ごとに消防設備点検を行い

その結果報告書を１年に一度、消防署へ提出。

産業廃棄物の減量化・資源化・適正処理
広域認定制度（廃消火器ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ）で回収、適正処理

適用される事項

フロン排出抑制法

○

○

横浜市廃棄物等の減量化資源化
及び

適正処置等に関する条例

消防法

廃棄物処理法

適用法規制

廃棄物の減量化・資源化・適正処理

簡易点検・定期点検
廃棄の場合のフロンの適切な処置

消防設備の重要性を説明し、関心を持って頂く。
昨今多発している災害に対しアドバイスできるよう防災知識を高め、安価・安心をサポートできる
体制作りをしていく。
教育を含め改めてエコに対する意識向上を図っていく。
猛暑の続く中、空調服等を使用し、体調管理を優先しつつ、無理のない範囲で環境配慮に努めていく。

②    環境経営目標及び環境計画変更の必要性　（無し）
　

①    環境経営方針の変更の必要性　（無し）
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